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本日議論いただきたいこと

背景：

商業法人・不動産登記のデータについては、登記統一文字として、独自の「外字」が存在しており、他の行

政機関がデータを受け取る際、特別な対応が必要。

デジタル庁では、自治体システム標準化を契機として、「氏名等」※に係る文字の標準化を進めており、令和

６年３月に「行政事務標準文字（MJ＋）」を作成し、自治体に提供しているところ、これらの動きも踏まえ、

登記に用いる文字の標準化に係る検討を行ってきた。

※氏名／旧氏／通称、世帯主の氏名、本籍、筆頭者及び住所／方書（左記の情報を基に記録される他の項目も含む）

2024年度のデジタル庁事業において、登記統一文字と行政事務標準文字（MJ＋）との突合を行った結

果、7,342文字の行政事務標準文字（MJ＋）に含まれていない文字があることが判明した（記号等を含

む）。記号等や登記統一文字縮退マップに含まれていない文字を除くと、行政事務標準文字（MJ+）に対

応していない文字は、4,000文字程度であると推計。

本日議論いただきたい課題：

商業法人・不動産登記データに含まれる外字について、関係行政機関等から現状の課題を紹介いただき、

今後の検討方針について、ご議論いただきたい。
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（参考）登記データ連携における文字規格の現状

• 登記データの円滑な連携を実現するため、商業法人・不動産登記ベース・レジストリシステムの整備に関する検討を進めているとこ
ろ、データの円滑な連携には、データの内容に係る標準化だけでなく、データの形式等に係る標準化も実現することが必要である。

• 現在の登記データの連携元システム（法務省システム）と連携先システム（各行政機関等のシステム）は、システムの文字規格
が異なるため、データを連携した際、画像ファイルや「＿」（アンダーバー）等に置き換えられる文字（外字）が存在するほか、連
携先システムで登記データを変換・突合することができないケースがある。

• 仮に、現行システムにおいて、登記事務で利用されている文字（登記統一文字）を正確な字形で連携するためには、連携先シ
ステムが連携元システムの独自規格に対応する必要があり、コスト高となる。

• こうした現状を踏まえて、登記データを連携する際の文字規格に関する課題やこれに対する方策を整理したうえで、登記データの
文字規格の標準化※に向けた検討を行うとともに、商業法人・不動産登記ベース・レジストリの文字規格を定める必要がある。
 ※登記統一文字は登記事務で利用する文字であり、他の行政機関の登記事務以外の事務では扱えないため、登記統一文字を扱える標準的な文字規格を整備し、登記
データの利用行政機関システムに連携する際に当該文字規格に変換することで、円滑なデータ連携が可能となる。

【現在の外字の連携イメージ】

連携元システム
（全ての登記統一文字に対応）

【氏名】 デジタル

テキストデータ

連携先システム【氏名】 デジタル

テキストデータ
データ連携

ビットマップ画像

連携先システム【氏名】 デジタル ＿

テキストデータ アンダーバー

連携先システム【氏名】 デジタル

テキストデータ テキストデータ
※連携先システムの文字規格が「  」に対応
しているケース

※連携先システムの文字規格が「  」に対応
していないケース

※連携先システムの文字規格が「  」に対応
していないケース

2024年9月25日
第7回デジタル関係制度改革検討会
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文字を取り巻く地方公共団体の現状 文字を取り巻くシステムの現状

渡 渡

外字による様々な課題

外字作成コスト 職員・住民の負荷大
(転入時の即時発行できず）

システム選択時の制約
（ベンダーロックイン）

システム間での情報連携を阻害
（文字化け）

・手書きで作成された戸籍にはくずし字や書き癖
により様々な文字が存在。戸籍の電子化に際  
し、そのまま外字として登録
・アイデンティティとして文字を考える国民が一定
数存在

・コンピュータで標準で扱える文字数には制
限あり
（スマホ等で扱える文字は約1万文字）

地方公共団体固有の外字、ベンダ固有外字が膨大に（約200万文字）

文字作成等のコスト抑制や互換性確保のために文字の標準が必要

標準準拠システム標準化における文字の課題（参考）
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2025年1月7日
第1回地方公共団体情報システムにおけ
る文字の標準化に関する有識者会議

（参考）
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行政事務標準文字の包含関係（例）

行政事務標準文字（約70,000文字）

常用漢字(2,136文字)

JIS X 0213:2012(漢字10,050文字)

住民基本台帳ネットワークシステム統一文字(漢字19,563文字)

戸籍統一文字(漢字55,825文字)

文字情報基盤(漢字58,843文字)
文字情報基盤外文字
(9,175文字)

ӊ ֪ӄ ו ֚֒ ᴌᴔᴙ֢Ԅׅӄ ᴞᴔᴙ ֿ ו ֒֡Ԇ׆Ӆ
ӊ Ԋ֫ӄӏ Ӑ֩ ֦ ֛֚֒ԓֽ֢ӄ ֦פᴗפᴘᵄᴗץף֩ ֒ӄ Ԉ֦׃֩ ԍ֥ ֩ ו ֒֡Ԇ׆Ӆ

（参考）
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調査概要（令和６年度 国の情報システムで扱う文字規格の標準化のための調査研究）

• 現在、政府としては、自治体システム標準化を契機として、氏名等に用いる文
字の標準化を進め、「行政事務標準文字」としてまとめている。

• 商業法人・不動産登記データに用いられる「登記統一文字」の中には、「氏名
等」に用いられていない文字が存在するところ、これらの文字の取扱いを検討する
必要がある。

• 社会全体の効率化の観点から、文字の規格を統一すべく、整備を進めている行
政事務標準文字に統合することを前提に、登記外字と行政事務標準文字の
突合を行った。

調査結果

• 登記統一文字のうち、7,342文字が、行政事務標準文字に存在しない文字で
あることが判明（記号等を含む）。記号等や登記統一文字縮退マップに含ま
れていない文字を除くと、行政事務標準文字（MJ+）に対応していない文字
は、4,000文字程度と推計。

（参考）登記統一文字と行政事務標準文字の突合結果（速報）
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本日議論いただきたいポイント

行政事務標準文字（MJ＋）との関係について

• 登記に係る外字について、行政事務標準文字（MJ＋）を拡張して対応するべ
きか、別の規格を整理するべきか。

• 拡張して対応する場合、拡張した行政事務標準文字（MJ+）の部分も既存
のMJ+と同様に、国際標準化を見据えて検討するべきか。
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行政事務標準文字（MJ＋）に
登記に係る外字を追加する場合のロードマップイメージ

R7 R8 R9～

登記外字の
MJ+への追加

国際標準化に向けた
情報整理

国際標準化

国システムにおける
文字の移行

（MJ＋への同定）

MJ＋への追加
コード付番・
フォント作成等

属性情報
(読み・画数等)

整備

国際標準化に向けた
調整

同定作業

（ベース・レジストリを通じたデータ連携の推進）
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（参考）商号における外字の例

出展：法人番号公表サイトのデータより商号にアンダーバーを含む（縮退できない外字を含む）対象を抽出し外字を特定
※番号は登記統一文字番号

01008020 0100958001008370 01010450 01014460

01024060 0104949001025750 01071350 01073660
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参考
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第7回 デジタル関係制度改革検討会での議論概要

○落合構成員 

続きまして、33ページの２番の項目の対応方針に関するところです。こういった行政事務標準文字をベースに

検討すべきではないかと書いていただいておりますが、文字の表記は日本語の仕組みの中でも、システム化を難

しくしている一つの要素と思っております。例えば銀行の分野ですと半角仮名などがあり、これは明らかに日本特

有のものであろうかと思います。これは日本では特に頑張らないといけない点だと思っておりまして、これをベース・

レジストリで一つやっていただいたことは大事な経験だと思っております。一方で、これはベース・レジストリだけの

話かとも思ったところがあります。国公共の持っているシステムの中でも、やはりこういった揺れがあるものは多くあ

るように思っております。もちろん住所などに関しては、住居表示と地番表示とのずれであったり、書くときにカジュ

アルに内容がずれている場合など、いろいろなタイプがあると思います。まず一番基本的なものは、文字自体の

ずれということだと思いますので、こういったずれ自体を標準化していくことも、どうしてもシステム化を行っていくとい

う中では大変重要な、ただ、地道であってあまり気づいてもらえない作業だと思います。ここをしっかり詰めていた

だいたということは大変重要だと思いますし、改めてほかのテーマでもこういったぶれのような部分、特に日本で起

こりやすいいろいろな問題について、またこの経験を生かしていっていただければと思っております。
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第7回 デジタル関係制度改革検討会での議論概要

○増島構成員

２点目は、ベース・レジストリの文字と土地という部分でございますけれども、ベース・レジストリの課題というのは

実際に、データ戦略でベース・レジストリをやりましょうといったときはそうだそうだという話になって、これをやらないと

何も始まらないねみたいな形になっていたわけですけれども、実際にやるとこういう様々な話が出てくるということで

すね。先ほど麹町の話も聞かせていただきまして、非常にトリビアルな話でかつ面白い話で、僕はどちらかというと

そういうものは何だっていいじゃないかというところがあって、むしろそういう違いがあるから余白があって面白い世の

中だよねという感じもしますし、サイトウさんもいろいろなサイトウさんがいたり、ワタナベさんもいろいろなワタナベさ

んがあったほうが絶対社会は豊かだろうという感じがいたしますので、ベース・レジストリを整えていっていろいろ効

率的になってみたいな話と、いろいろなものが雑多に残っているということのアンビバレントな両方をどのように満た

していくのかというのは、非常に大事かつ重要な論点なのだろうなと思いながら聞いておりました。あとは我々は政

策を進めなければいけないとなったときに、例えば外字がいっぱいありますみたいな話でこれからサイトウは一個の

簡単なサイトウしかありませんみたいな話になると、メディアで騒がれて、全国のたくさんのサイトウさんとたくさんの

ワタナベさんがとんでもないと言って物が進まなくなるという話が起こるということでしょうから、それを起こさないで前

に進めるためにも、こういうきめ細かい対応というのが構造的に恐らく必要になるということなのだろうとも思ってお

りますし、恐らく誰も取り残さないというスローガンの中にはそういうものも含まれて出されているということなのだろう

と思いますので、今回のこの進め方は、一見みんなそろえてしまえばいいではないかみたいな話になりがちなところ

ではあるのですけれども、むしろこういう取組をすることが取組全体を前に進めるために必須のものなのだという捉

え方をしたいかなと思っているところでございます。
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【外字処理に関する課題】

• 外字に対応する（例：各行政機関等の端末で表示させる）ためには、外字を画像ファイル等で連携させる特別な処理が必
要であり、現在は、各行政機関等のシステムにおいてこの処理に必要な機能をそれぞれ整備し、外字が含まれたデータが連携さ
れた際には、その都度、各行政機関等のシステムにおいて処理を行っている（行政運営の非効率化）。

• 一方、外字の処理に必要な機能を整備していない場合には、 外字が「＿」（アンダーバー）となって連携することとなり、一部の
データが欠落してしまう（データの完全性の低下）。

登記データ連携における文字要件の課題①

■外字に対応するための特別な処理のイメージ

連携元システム

【氏名】デジタル

テキストデータ

○文字列

デジタル ＜外字＞00004F4B.bmp</外字>

○画像データ

【氏名】 デジタル

テキストデータビットマップ画像

連携先システム

連携対象データ連携元データ 連携先データ

各連携先システムにおいて特別な処理が必要

外字タグの読み取り、タグ内の文字列を文字コード
として解釈し、該当する画像を表示する処理が必要

外字タグ

文字コード

連携元システムにおいて、外字の
テキストデータを外字タグに変換

2024年9月25日
第7回デジタル関係
制度改革検討会
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登記データ連携における文字要件の課題②
【連携するシステムで整備しているデータ間の文字規格の相違に関する課題】

• 連携先システムが連携元システムから提供されるデータの文字規格に対応しているが、連携先システムで採用しているデータの
文字規格がこれと異なる場合、同じ意味を表すが形が異なる文字がそのまま連携されることとなり、システム上で適切なデータ
の突合ができず、目視突合が必要となる（行政運営の非効率化）。

【ベンダー独自の文字規格に関する課題】

• ベンダー独自の文字規格を標準的な文字規格に変換するためには特別な変換ツールが必要になる。

【会社名】○○株式会社
【代表者氏名】 太郎

【会社名】○○株式会社
【代表者氏名】⁫ 太郎

麴（第3水準） 麹（第1水準）

双方のデータは同一の代表者氏
名を示しているが、「麹」の文
字が異なるため、機械的な突合
では異なる代表者氏名として処
理される。

JIS漢字第1～2
水準※の漢字で
データを整備

JIS漢字第1～4
水準※の漢字で
データを整備

目視突合が必要

<データの文字規格が異なることによる課題の具体例＞

登記データと申請データで採用している文字規格が異なる場合（下図）、例えば、登記データでは「麴」（JIS第3水準）とされている一方、申請データシス
テムではこの文字を用いないこととしているため、「麹」（JIS第1水準）とされており、このような場合には、申請データシステムでは異なる文字として処理されるた
め、行政機関等においてこのような文字が含まれるデータを適切に連携させるためには、目視突合が必要となる。

※ 使用頻度等に基づいて、規格の対象となっている漢字が４つに分類されており、連携元システムと連携先システムで対応している水準が異なる場合、両システムで対応している漢字の範囲が異なることとなる。
※ 連携元システムと連携先システムで同じ文字規格を採用している場合でも生じるケースであるが、文字規格の相違に関する課題ではなく、データの運用に関する課題であるため、ここでは検討の対象としない。

＜登記データ＞ ＜申請データ＞

利用者
（行政機関職員）

2024年9月25日
第7回デジタル関係
制度改革検討会
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課題が解消しなかった場合に想定される弊害
• 外字処理に関する課題や連携するシステムで整備しているデータ間で文字規格が異なることによる課題を解消せずに、商業法
人・不動産登記ベース・レジストリシステムを整備した場合、各行政機関等のシステムを利用する行政職員や国民が法人や不動
産に関する情報を適切に検索できなくなることなどによって、整備効果が限定的となるおそれがある。

• また、ベンダー独自の文字規格等を採用した場合には、連携先の各行政機関等のシステムにおいて当該文字規格に対応するた
めの開発等を実施する必要があるほか、ベース・レジストリシステムにおいて当該文字規格を維持するための追加的なコストが発
生する。

【外字処理に関する課題等が解消しなかった場合の弊害（イメージ）】

データ連携

行政機関等システム

【所有者】 デジタル ＿
【代表者】

テキストデータ アンダーバー

【所有者】 デジタル
【代表者】

テキストデータ 利用者
（行政機関職員）

「デジタル 」が保有
している不動産を調査

したい
ベース・レジストリシステム

検索

「デジタル 」と検索しても該当する情報が取得できない。

利用者
（国民）

①法人番号を入力 ②代表者を自動入力

登記事項証明書に記録された情報（代表者）を
行政機関等システムに予め表示させることができな
かった結果、手入力が必要となり（国民の利便性
低下）、審査者の突合コストも増加（行政運営の
非効率化）

2024年9月25日
第7回デジタル関係
制度改革検討会



17

対応方針（案）

• 各行政機関システムにおける外字処理やデータの欠落、目視突合等の課題を解消し、行政運営の効率化等を図る
ため、ベース・レジストリから登記データを提供する際の文字規格は、行政事務標準文字(MJ+)をベースに検討すべ
きではないか。
※ 行政事務標準文字(MJ+)が登記統一文字を網羅的に対応しているか否かについては、今年度末までに検証を行う予定。
※ 提供先の行政機関のニーズ（例：登記情報を連携することによってシステム上に予め表示させた届出情報を申請者（国民）にも確認してほしい、
連携された登記情報を行政機関等のパソコン端末等でも表示したい など）によっては、最新のJIS規格に縮退したうえで提供することも想定（ベン
ダー独自の文字規格等を採用した場合の弊害を踏まえて、ベンダー独自の文字規格等は採用しない。）。
※ これらの課題の解消を通じて、約3.1億円の費用削減に寄与できる見込み。

• 行政事務標準文字(MJ+)を含めた既存の文字規格では今回の課題を解消できない場合には、登記データを扱う
国の行政機関等のシステムの文字規格を策定するべきではないか。

行政機関A

行政機関B

行政機関C

商業法人/不動産登記
ベース・レジストリ
（デジタル庁）

共通の文字規格でデータを提供することによって、
連携先システムの文字規格との互換性を確保

【対応方針（案）のイメージ】

登記事務で利用されている文字（登記統一文字）の
全てを標準的な文字規格の文字に同定・縮退

外字処理やデータの欠
落、目視突合等を解
消するとともに、整備効
果を最大化

2024年9月25日
第7回デジタル関係
制度改革検討会
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想定される政策効果【各行政機関等の運用費の削減効果】

• 登記データを扱う国の行政機関等のシステムで利用する標準的な文字規格を定めるとともに、当該文字規
格を、商業法人・不動産登記ベース・レジストリから各行政機関等にデータを提供する際の文字規格とする
ことにより、各行政機関等において外字に対応するための運用費が削減される。

• ヒアリング等を元に、現在の外字対応の方法別に「外字に対応するための運用費」×「その対応方法を採用
しているシステム数」で年単位の効果を算出する。

（２）行政運営の効率化
年単位の効果：各行政機関等の外字対応に関する運用費の削減効果（約2.6億円）

 ①外字の処理に必要な機能の運用費（約0.42億円）：
「運用費（約0.07億円）」×「システム数（6）」＝約0.42億円

  「運用費（約0.07億円） 」 ※外字の処理に必要な機能を維持するために必要な運用費についてヒアリング等により算出
「システム数（6）」 ※ヒアリング等により算出

 ②システムが外字に対応しない場合の対応（約0.126億円）：
「運用費（約0.063億円）」×「システム数（2）」＝約0.126億円
「運用費（約0.063億円）」 ※外字周辺の情報から外字となっている文字を特定し、特定した文字を埋めるために必要な運用費についてヒアリング等により算出
「システム数（2）」 ※ヒアリング等により算出

 ③機械的に文字列の変換や突合ができなかった場合の目視確認対応（約2.002億円）：
「運用費（約２億円）」×「システム数（1）」+ 「運用費（約0.002億円）」×「システム数（1）」 ＝約2.002億円
「運用費（約２億円）（約0.002億円）」 ※機械的に文字列の突合ができなかった場合に目視確認を行うために必要な運用費についてヒアリング等により算出
「システム数（2）」 ※ヒアリング等により算出

 ④ベンダー独自の文字規格に対応するための費用（約0.042億円）：
「運用費（約0.042億円）」×「システム数（1）」＝約0.042億円
「運用費（約0.042億円）」 ※ベンダー独自の文字規格から標準的な文字規格に変換することなどを行う運用費についてヒアリング等により算出
「システム数（1）」 ※ヒアリング等により算出

2024年9月25日
第7回デジタル関係
制度改革検討会
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2025年1月7日
第1回地方公共団体情報システムにお
ける文字の標準化に関する有識者会議
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文字標準化の取組
令和７年１月７日実施 地方公共団体情報システムにおける文字の
標準化に関する有識者会議（第1回）を抜粋のうえ一部加工修正

MJ＋への同定

2024年度 2025年度

MJ＋への同定準備

デ
ジ
タ
ル
庁

自
治
体

2023年度

検討会等 検討会（全8回）

同定支援ツール開発 実証実験 同定支援ツール提供

標準準拠システムへの移行

文字要件

同定支援

▲行政事務標準文字 1.0版

文字同定

▲当用フォントファイル提供

▲文字同定手順書策定

▲文字包摂ガイドライン策定

文字同定作業

有識者会議 ・・・

• 2025年度までの標準準拠システムへの円滑な移行を目指し、「文字要件の運用に関する検討会」の議論を踏まえ、地方自治
体との意見交換、各省協議を経て、文字要件を規定

• 地方自治体の基幹業務システムで使用する文字である行政事務標準文字は、文字要件の項目として規定 

• デジタル庁は、地方自治体の文字同定を支援するため、同定支援ツールを提供、文字包摂ガイドライン・文字同定手順書を
策定、当用フォントを提供

• 2025年1月に「地方公共団体情報システムにおける文字の標準化に関する有識者会議」を設置し、文字標準化に関する課題や
解決策の検討を行っている。
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